
全体進行役：　矢田（午前）、　中島（午後）

座席：　６グループ　くるま座（椅子のみ）議員は並んで着席　（市民７名+議員3名　計10名）

班割： Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ

進行役 大井（民福）伊場（文教）中岡（文教） 奥（民福） 恒松（産建）中村（産建）

＊意見交換会運営・・宮本委員長、山田副委員長

進行方法：健全な意見交換会になるように進行役が積極的に運営する

　

1.議長挨拶

2.テーマの報告「交通不便地域の解消について」

3.本市の取組・現状の説明（パワーポイント使用）

4.意見交換 1）コミュニティバスについて

　・周知の確認

　・使用した市民からメリット、デメリットの意見を聞く

　・改善策の意見を聞く

事業名

議員と考えよう　「交通不便地域の解消について」

目　的

次　　　第

概　要

新たな広聴手段として、今まで以上により多くの市民の声を聴く為に、議会自らが出向き、
市民の意見・要望を把握し、市政に反映させることを目的とする

準備品：　プロジェクター一式、マイク音響一式、ICレコーダー、記録用カメラ、文房具一式

　　　　グループ番号、名札（議員）

　　　　パーワーポイント説明資料、参加者用配布資料

令和8年2月12日 実施時間 ①午前10時より　90分程度

参加者 市民、議長及び議員21名、事務局員

意見交換会　事業計画書（案）

令和8年1月28日

広聴部会Ｂ

実施場所

令和8年2月12日 実施時間 ②午前15時より　90分程度
実施日

①本山地域交流センター

②不二輸送機ホール
形式 非公開



2）デマンド型交通について

　・周知の確認

　・使用した市民からメリット、デメリットの意見を聞く

　・改善策の意見を聞く

5.委員長挨拶

告知方法　①ポスター、チラシ
　　　　　　　・過去配布した先に配布
　　　　　　　・チラシは、事務局で印刷し全議員に配布（４枚）不足は各自印刷してもら
う。
　
　　　　　②ホームページ、SNSも利用

集客方法　参加者は、全議員4名ずつ必ず連れてくる。

報　　告

　・全体報告書は、広聴Ｂ班部会長が作成
　・報告に関しては、広報班と内容を決める。
　・ホームページ、SNSも利用し対外的に発信する。

告　知　・　集　客



意見交換会　説明・運営マニュアル（案）

時 間 概 要 備 考

８：３０
（１３：３
０）

◎　備品搬入
　　広聴部会Ａ、広聴部会Ｂ班で備品を運搬、搬入

◎　全員集合
　①　全議員の役割確認
　②　会場設営
　　　受付テーブル（２テーブル）
　　　議長・司会テーブル（１テーブル）
　　　プロジェクターテーブル（１テーブル）
　　　グループ番号とＩＣレコーダー設置

　③　プロジェクター・音響機器設置

　④　受付設営（配布資料、筆記用具）

　⑤　受付・司会・議長（副議長）の垂れ幕設置

９：３０
（１５：０
０）

◎　参加者　入室開始
　①　椅子に資料を設置
　②　担当議員は、着席にて待機 〇テーブルを使わず車

座で行います

１０：００
（１５：０
０）

◎　事業　開始
　①　開会のあいさつ（全体司会）　（午前：矢田、午
後：中島）
　②　議長あいさつ
　③　運営においての諸注意説明（全体司会）

◎　意見交換会　開始
　　全参加者へ
　①　テーマの報告「交通不便地域の解消について」
　②　本市の取組を現状説明（パワーポイント）

９：００
（１４：０
０）

〇駐車場を使用する際
は、議員専用の駐車場
にお願いします。

〇議員の服装
　・赤いジャンバー
　・ノーネクタイ
　・議員バッチ不要

〇テーブルを団体企画
室に移動させます
（本山）

１０:０５
（１５：０
５）

１０：１５
（１５：１
５）

〇テーブル毎
・アンケート回収担当
・回収担当が自分のグ
ループのアンケート回
収し、広聴Ｂ部会長へ
提出

〇円の中で、議員は３
人固まってスクリーン
を背に座る

〇全体報告書は、
広聴部会長が作成



　　テーブルごと
　③　議員の紹介（進行役が紹介）
　④　1）コミュニティバスについて
　　　2）デマンド型交通について

時 間 概 要 備 考

　【注意事項】
・　和らかな雰囲気を作ること
・　全員が発言できるよう気配りをすること
・　参加者の発言を途中で遮らないこと
・　参加者の意見はまずは受け止めること、否定をしない
こ
　 と、持論を展開しないこと
・　周りで他の発言をする行為は行わないこと
・　議員が延々と発言しないこと
・　参加者の方が何を言いたいのか、できるだけ詳細に聞
き
   取ること

１１:２０
（１６：２
０）

◎　アンケートの記載
　①　アンケート記載のお願い
　　　紹介議員のチェックのお願い
　　　＊回収担当がアンケートを回収を徹底する。

１１:２5
（１６：２
5）

◎　意見交換会　閉会
　①　委員長挨拶　　（宮本委員長）

１１:３０
（１６：３
０）

◎　後片付け
　　全員で後片づけ

◎　備品搬出、会場移動
　　広聴部会Ａ、広聴部会Ｂ班の車に積み込み

◎　反省会（各回終了後）
　　テーブル毎で気づきや次に向けての改善点を出し合
　　い確認する

１０:０５
（１５：０
５）

１０：１５
（１５：１
５）

〇テーブル毎
・アンケート回収担当
・回収担当が自分のグ
ループのアンケート回
収し、広聴Ｂ部会長へ
提出

〇円の中で、議員は３
人固まってスクリーン
を背に座る

〇全体報告書は、
広聴部会長が作成



第１回 議員と考えよう

交通不便地域の解消について

※資料中の実績やデータは令和８年１月現在のものです。

山陽小野田市議会



コミュニティバス と デマンド交通

＜コミュニティバス＞

普通の路線バスがカバーしきれない場所を走
る、地域密着の小型路線バスです

＜デマンド型交通＞

予約に応じて自宅と所定の乗降ポイントを送り迎
えしてくれる、相乗りのタクシーです



コミュニティバスの現状

●ねたろう号
加藤～梶潮湯 [平日5～６便]

●高畑循環線
江汐公園～山陽小野田市民病院 [平日６便]

●いとね号
加藤～みちしお・老人センター [平日５～６便]

●厚狭北部便
厚狭駅～松ヶ瀬 [平日３便]



デマンド交通の現状

① 厚狭北部地域

ドア・ツー・ドア方式で２台のジャンボタクシーが
上り下り４便ずつで運行中。利用者は事前登録が必要。
自宅、もしくは自宅近くまで迎えに来てくれます。

（松ヶ瀬・平沼田・不動寺原線）

（湯の峠・陽光台・山川線）



デマンド交通の現状

自宅近くの乗り場と目的地（JR小野田駅～スーパー、
医療機関）を結ぶ予約型乗り合いタクシーです。
事前登録は不要で電話での予約で利用可能。迎えは
所定の乗降ポイントに来てくれます。

② 高泊地域

とまり号



デマンド交通の現状

デマンド型交通の利用状況



議員と考えよう議員と考えよう
第１回　交通不便地域の解消について

山陽小野田市議会

２月１２日 木
午前の部　　　開始時間 １０ ： ００
会場 ：本山地域交流センター

午後の部　　　開始時間 １５ ： ００
会場 ：不二輸送機ホール

＊時間は９０分程度で、 どちらの会場に来られても結構です

お問い合わせ　　山陽小野田市議会事務局　TEL0836-82-1182

2026年

コミュニティバス デマンド型交通
主な内容

ぜひ皆さまのご意見や、 お住まいの地区に
おける状況をお聞かせください。



★ 今回の意見交換会を、どのように知りましたか？

☑ 

★ 年齢について、あてはまるものにチェックをしてください。

★ 本日の意見交換会について



★ 今後の意見交換会について ☑ 

☑ 































広聴 A班部会 

【開催日】１月 23日(金)  【開催場所】第１委員会室 

【開会・散会時間】午後３時～午後５時 

【出席者】髙松議長/宮本委員長/脇本/大井/中村/藤岡  【欠席者】白井/福田/武野 

【事務局】石田局長/山田係長 

 

〇意見交換会について 

 

 A 班の役割 

【決定事項】                                     

① アンケートの作成。内容は、この度の意見交換会に関するものと、今後の

広聴活動に関するもの。 

② アンケートの実施。タイミングは意見の交換が終わった時。回収を行う。 

③ ポスターの配布担当を決める。 

〈資料〉 ・アンケート案 

     ・ポスター配付担当案 

 

〇議会モニター制度 

 

１ 職務について 

・設置要綱第３条第１号ウに、「インスタグラム」を追記する。 

【変更事項】インスタグラムではなく、ソーシャルネットワーキングサービス等を

追記する。 

 

・設置要綱第３条第３号に、「市議会の活動及び運営に関わること」を追記する。 

【変更事項】置要綱第３条第３号に記載されている「本会議が実施する意見交換会

に出席し」を削除する。 

・設置要綱第３条第１号アに記載されている「又は政策討論会」を削除

する。 

（その他、要綱の書き換えは、設置要綱の改正案を確認） 

 

２ 定員と任期について 

・市議会モニターの定員人数は、10 人以内とする。  

【変更事項】定員を人数に書き換える。 

 

・市議会モニターの任期は１年とする。ただし、再任を妨げない。 



３ 募集方法について 

・募集方法は、公募のみとする。 

 

４ 募集期間について 

・募集期間は、令和８年 4月１日から 4月 30 日までの１か月間とする。 

 

５ 委嘱について 

・委嘱の開始は、6月１日からとする。 

 

６ 募集について 

・募集の掲載媒体として、市議会だより(3 月１日号)、市広報(4 月１日号)、   

ホームページ、フェイスブックページ、インスタグラムを活用。 

・市議会だより(3 月１日号)は 2月中旬の入稿で原稿は 2月初めに広報に提出。 

・市広報(4 月１日号)は、2 月下旬の入稿。 

 ・広報部会と調整しながら進める。 

 

７ 選考方法について 

・応募者多数の場合は、抽選とする。抽選は非公開とする。 

・新任を優先する。 

【変更事項】設置要綱第７条の選考を、第６条に。   

・抽選方法については、設置要綱第７条に記載。 

 

８ 聴取方法について 

・意見の聴取方法については、通年で FAX やメールで意見を受付ける。 

・意見交換会を、6月定例会後の 7月と 12 月定例会後の１月に開催し 

委嘱式と委嘱終了時に意見交換会を開催し、年４回、開催する。 

・意見交換会に出席できなかったモニターは、FAX、メール、手紙での意見の提出を

求める。 

 【変更事項】意見交換会は開催しない。 

        

９ 意見の取扱いについて 

・意見の取扱いについて、モニターからの意見は原則として個別回答は行わず、 

広報広聴特別委員会が全議員に周知し、必要に応じて各委員会に振り分ける。 

・各委員会は、意見の内容を検討し必要に応じて対応をしていく。 

・回答を求める意見には、その場での回答は行わず持ち帰り、広報広聴特別委員会

で検討し対応をしていく。 



  ・広聴部会である程度精査し、広報広聴特別委員会が検討し対応していく。 

【変更事項】設置要綱第９条の「設置要綱第３条第３号の意見交換会等で聴取し

た」を削除する。 

・設置要綱第９条第２項の「次の意見交換会で」を削除する。 

・意見の取扱いについては、改正後の設置要綱第９条のとおり、 

実施する。 

 

１０ 報酬について 

・報酬については、2,000 円程度の記念品を進呈する。 

 

〈資料〉 ・市議会モニター募集の原稿案 

     ・市議会モニター設置要綱の改正案 

     

     



市議会モニター募集！

４月30日(木)

４月１日(水)
受付け開始



山陽小野田市議会モニター設置要綱（案） 

 
 

平成２９年５月９日制定 
 

（設置） 

第１条 山陽小野田市議会（以下「市議会」という。）の活動及び運営に関し、

市民等から意見を広く聴取し、反映させることにより、市民と共に歩み、市

民からより信頼される議会となるため、市議会モニターを設置する。 

（職務） 

第２条 市議会モニターの職務は、次に掲げるものとする。 

(1) 市議会に関する知見を得るために次のいずれかを行うこと。 

ア 市議会の本会議、委員会等を傍聴し、又はインターネットにより視聴

すること。 

イ 市議会が実施する報告会等に参加すること。 

ウ 市議会の議会だより、ホームページ、又はソーシャル・ネットワーキ

ング・サービス等を閲覧すること。 

(2) 市議会が実施する市議会の活動及び運営に関する調査に回答すること。 

(3)市議会の活動及び運営に関する意見を述べること。 

（人数及び任期） 

第３条 市議会モニターの人数は、１０人以内とする。 

２ 市議会モニターの任期は、１年とする。ただし、再任を妨げない。 

（要件） 

第４条 市議会モニターは、市議会に関心があり、次の各号に定める要件を全

て満たす者とする。 

(1) 年齢満１８歳以上の者 

(2) 市内に住所を有する者又は市内に住所を有しない者で市内に勤務し、若

しくは通学するもの 

(3) 国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員又は国若しくは地方公共団

体の職員でない者 

（募集及び選定） 

第５条 市議会モニターは、公募の方法により募集し、選定する。 

２ 前項の規定による選定は、次に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ次に

掲げる方法で行う。 

(1) 応募者が１０人以内の場合 無条件 

(2) 応募者が１０人を超える場合 抽選等 

 （抽選等の方法） 

第６条 前条第２項第２号の抽選等は、次に掲げる場合の区分に応じて、それ



ぞれ次に掲げる方法で行う。 

(1) 新規応募者（これまで市議会モニターに選定されたことのないものをい

う。以下同じ。）数が１０人を超える場合 新規応募者の中から抽選 

(2) 新規応募者数が１０人の場合 新規応募者全員を選定 

(3) 新規応募者数が１０人未満の場合 新規応募者を全員選定した後、それ

以外の者の中から抽選 

２ 前項の規定により抽選をする場合は、非公開により抽選する。 

（委嘱及び解嘱） 

第７条 市議会モニターは、議長が委嘱する。 

２ 議長は、市議会モニターが次の各号のいずれかに該当するときは、解嘱す

ることができる。 

(1) 第５条に規定する要件を満たさなくなったとき。 

(2) 市議会モニターから辞任の申出があったとき。 

(3) その他議長が必要と認めたとき。 

（モニター意見の取扱い） 

第８条 広報広聴特別委員会は、モニター意見を必要に応じて検討し、その結

果を議長に報告するものとする。この場合において、当該意見が他の委員会

の所管に属するものであるときは、広報広聴特別委員会は当該委員会の意見

を聞くものとする。 

２ 議長は、前項の規定により検討結果の報告を受けたときは、その結果を市

議会モニターに報告するとともに、議長が別に定める方法により公表するも

のとする。 

（報酬等） 

第９条 市議会モニターは無報酬とする。ただし、予算の範囲内で記念品を進

呈することができる。 

（その他） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は議長が別に定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成２９年５月９日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行後、最初に委嘱される市議会モニターの任期は、第４条  

第２項の規定にかかわらず、平成３０年３月３１日までとする。 

附 則 

 この要綱は、平成３０年４月２４日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成３１年３月５日から施行する。 



   附 則 

 この要綱は、令和２年４月１日から施行し、改正後の第３条第３号及び第４

条第２項の規定は、令和２年７月１日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、令和４年４月２５日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和７年１０月１日から施行する。 

  附 則 

 この要綱は、令和  年 月 日から施行する。 
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